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Ⅰ はじめに
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Ⅱ 建設業をめぐる状況等

１ 建設業をめぐる状況

いわゆるバブルの崩壊以降の民間投資の減少と近年の公共投資の削減の動き
により、建設投資額は、平成２年に約８５兆円でピークを迎えた以降減少傾向
にあり、平成１５年度の建設投資額は、約５６兆円、ピーク時の約３分の２と
なっている。
また、我が国の社会資本整備の進捗により、社会資本は概ね整備されつつあ

るとともに、人口が今後減少過程に入り、高齢化の一層の進展が見込まれるほ
か、産業構造の変化等の我が国の社会・経済の状況をみれば、将来的にも、建
設投資が減少していくことは避けられないと考えられる。
さらに、建設業の就業者数も、平成９年の６８５万人をピークに平成１５年

には６０４万人まで減少しているが、建設投資の水準が昭和６０年頃の水準ま
、 、で落ち込んでいるのに対し 昭和６０年の建設労働者数５３０万人と比較して

減少が小幅にとどまっており、労働者の過不足状況については、過剰感が全産
業中で最も高くなっているところである。

一方、建設業の就業者の年齢構成は高齢化が進み、４５歳以上の層が過半数
を占め、さらに、その過半数以上が５０歳台という状況にあり、中長期的にこ
れらの者の引退等により、技能労働者の不足が懸念されている。

２ 構造改革特区の要望等

構造改革特区提案等において、長野県小谷村や岐阜県建設業協会等から建設
業における労働者派遣に関する要望が提出され、建設労働者の雇用の安定を図
る観点から、建設業務における労働力調整システムのあり方についても検討す
ることが要請されている。
また 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００４」において 「地、 、

域の中小・中堅建設事業主の新分野進出への取組の支援策を関係省庁が連携し
て本年秋までに取りまとめ、速やかに実施する」こととされている。
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Ⅲ 新たな建設労働対策のあり方

事業主の新分野進出の支援について１
（１）基本的な考え方

建設業においては、短期的には引き続き公共投資の縮減が行われることが
見込まれており、また、中長期的にみても、建設投資額の減少が避けられな

。 、 、 、い状況となっている このため 従来型の建設業における就業の場は 今後
一層縮小することが見込まれ、他分野への労働移動を円滑に進めることが重
要である。
また、既存の建設労働者の労働移動を進めるに当たっては、雇用の受け皿

となる新たな就業の場が必要であるが、地域によっては、建設業が基幹産業
となっているため、労働移動の受け皿としての場が十分でない場合も見られ
。 、 、 、 、 、る 一方 近年 各地域の建設事業主がリフォーム等の分野 さらに 農業

介護・福祉等の建設業以外の分野に進出する動きも進んでおり、こうした萌
芽を確実に建設業における雇用の安定に結びつけていくことが重要である。
したがって、既存の建設事業主が、建設業内外の新分野に進出することに

より、新たな就業の場を創出し、建設業の労働者の雇用の安定を図るため、
平成１６年３月に策定された「建設雇用再生トータルプラン」を強化すると
ともに、必要な環境整備を推進することが重要である。

（２）具体的な対応方向

① 労働者の能力開発や中核的人材の確保に対する支援強化

既存の建設事業主が、農業等建設業内外の新分野に進出し、新たな就業
の場を創出することは、建設業の労働者の雇用の安定のための有力な方策
であることを踏まえ、既存の労働者が新たな分野の業務に従事するために
必要な能力開発を支援することが必要である。
また、新分野進出に当たっては、リフォーム等現時点で既に需要が増加

している分野だけではなく、耐震性補強等、今後需要増が見込まれる分野
を含め変化する需要動向を的確に把握しつつ進出先を開拓するとともに、
新分野での事業運営のノウハウや高度な技術・技能を有する中核的人材を

外部から雇い入れることも必要である。
このため、厚生労働省において、新分野の業務に従事するための能力開

発を行う事業主に対する支援を実施するともに、都道府県レベルの事業主
団体に助成金等の雇用対策の活用促進を図るためのワンストップサービス
センターを設置しているところであり、引き続きこれらの施策を実施する
ことが必要である。また、新分野進出に資する中核的人材の確保に向けた
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支援策の活用を促進することが必要である。

② 関係省庁との連携強化

建設事業主の新分野進出については、建設業の労働者の雇用の安定のた
めだけではなく、地域の活性化や建設業の再生のための取組としても重要
であり、このため、政府全体として、建設業の新分野進出の促進を図るべ
きものとして 「地域再生のためのプログラム」や「経済財政運営と構造、
改革に関する基本方針 」においても、建設事業主の新分野進出への2004

取組の支援を行うことが盛り込まれている。
このような中、国土交通省を中心に、厚生労働省、経済産業省、農林水

産省及び環境省の関係局長を構成員とする「建設業の新分野進出を促進す
るための関係省庁連絡会」において本年３月以降、議論が行われており、
本年１２月[３]日に、農業分野、環境分野、福祉分野、建設業関連分野へ
の進出を支援する施策、中小企業対策、従業員の雇用対策、従業員の能力
開発の観点から新分野進出を支援する施策、ワンストップサービスセンタ

ーの設置・活用等を内容とした検討結果が取りまとめられたところであ
り、こうした関係省庁が連携した取組を強化していくことが必要である。
今後、このような関係省庁の協力体制の枠組みを活用し、ワンストップ

サービスセンターの設置・活用等により、建設事業主への労務面、企業経
営面の双方での支援策に関する総合的な情報提供体制の整備を行うととも
に、建設事業主の進出を予定している分野について関係省庁が講じている
円滑な参入に向けた支援策との連携を図ることが必要である。
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２ 建設業離職者の円滑な労働移動の推進について

（１）基本的な考え方

建設投資が大きく減少する中、建設業の就業者数も、平成９年の６８５万
人をピークに平成１５年には６０４万人まで減少しているが、労働者の過不
足状況については、依然として、過剰感が全産業中で最も高くなっている。
建設業における職業別の雇用過剰感を見ると、近年、管理・事務、単純工

が一貫して強い状況が続いており、今後、これらの者を中心に業界外への転
職を余儀なくされる者の発生が続くことが見込まれている。
このような中、離職を余儀なくされる建設業の労働者について、失業をで
きる限り避け、円滑な労働移動を実現するため 「建設雇用再生トータルプ、
ラン」を強化するとともに、必要な環境整備を推進することが重要である。

（２）具体的な対応方向

① 円滑な再就職に向けた能力開発等に対する支援の強化

、 、建設事業主による再就職支援が行われることが適当であるが 建設業は

中小零細な事業主が多いこと等から、事業主による再就職支援への取組は
低調となっている。このため、事業主による再就職支援の取組を促進する
とともに、個々の事業主では実施することが困難な場合が見られることを
踏まえ、労働者の再就職に向けた能力開発や相談援助等をはじめとした事
業主団体による取組に対する支援を強化することが必要である。

② 建設業内外の新規・成長分野等への労働移動の促進

建設業全体として雇用過剰感が強く、特に過剰感の強い管理・事務、単
純工を中心に、従来の建設業から他分野の企業への再就職を余儀なくされ
ることが懸念されている。
このため、雇用の受け皿となることが期待される建設業内外の新規・成

長分野や地域において活性化に取り組んでいる分野に労働移動を促進する
ことが重要であり、必要な知識・技能を習得するための能力開発や中核的
人材の確保等を推進するとともに、その際、関係省庁との連携の枠組みを

活用しつつ、必要な施策を推進することが必要である。

③ 建設業務有料職業紹介事業の導入

技能労働者については、不足としている企業も一定程度存在しているこ
とから、技能労働者が継続的に不足している企業と離職を余儀なくされる
技能労働者等とのマッチングを図ることにより、労働者の技能を活かした
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円滑な再就職を行うことが可能である。

現在、建設業務に係る民間の職業紹介事業としては、無料職業紹介のみ
が可能となっているが、技能労働者が継続的に不足している企業と離職を
余儀なくされる技能労働者等の円滑なマッチング等を図るため、地域の建
設業や技能労働者の実情に詳しい建設事業主団体等が、建設業務に係る労
働者の能力、経験等に応じたきめの細かい職業紹介を実施することが必要
である。
このため、国の厳格な関与の下で、適格性要件を満たし改善計画を策定

した建設事業主団体が、建設業務に係る労働者について有料職業紹介を行
うことができる建設業務有料職業紹介事業を導入することが必要である。
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３ 建設業における需給調整システムについて

（１）基本的な考え方

建設業全体では過剰感が見られる中で、技能労働者の過不足状況について
は、過剰と不足の間を行き来するとともに、過剰とする企業と不足とする企
業が常に一定量存在する状況が生じている。また、同一企業においても、そ
の経営状況や受注産業という建設業の特性等により、一時的に過剰となる時
期や不足となる時期が見られる。このような状況の下で、一時的な労働力の
過不足を調整し、就業の場の確保を通じて雇用の安定を図るとともに、将来
的に不足が懸念されている技能労働者の減少に歯止めをかけることが不可欠
であること等を踏まえ、建設業において円滑な労働力需給調整を可能とする
仕組みを整備することが必要である。
特に、構造改革特区提案等における要請に見られるように、各地域の建設

業は極めて厳しい雇用環境に置かれており、一刻でも早い改善が求められて
いることに留意する必要がある。
一方、我が国の建設業において定着している重層請負構造の仕組みが一定

の役割を果たしており、労働力需給調整の面でも十分機能しているのではな
いか、また、仮に新たな需給調整のニーズが存在するとしても、請負の仕組
みを活かしながら調整を図る手法を検討すべきではないか、一方、重層請負
構造が様々な課題を抱えていることを踏まえ、新たな労働力需給調整システ
ムの検討に先立ち、この重層請負構造自体のあり方について十分な時間をか
けて議論を行うべきではないか等の意見もある。
このように緊急に対策を講ずる必要性や様々な意見がある現状を踏まえ、

また、建設業務については悪質ブローカー等の介入による中間搾取、強制労
働の生ずるおそれが高いこと等を理由として労働者派遣法が適用除外として
いる歴史的背景や趣旨等に照らし、労働者の保護に万全を期しつつ、地域に
おける雇用の安定を図るため、緊急避難的かつ限定的な形で新たな労働力需
給調整システムを創設することが必要である。
なお、前述のとおり、労働者派遣法に基づき建設業務が労働者派遣事業の

適用除外業務とされていることについて、本規制の緩和を求める構造改革特

区提案等が寄せられているところである。この要請について範囲を限定した
上で認めても、中間搾取等の建設業務をめぐる問題は解決できるものではな
く、また、労働者の保護に欠ける事態が発生した場合、適切な措置を講じる
ことは困難であることから、本規制を特区において緩和することは適当では

、 、ないが 以下で述べる新たな労働力需給調整システムを活用することにより
要望の趣旨を一定程度実現することが可能であると考えられる。
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（２）具体的な対応方向

① 厚生労働大臣による建設雇用改善等計画の策定

現在 「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づき建設労働対、
「 」 。策の基本となるべき事項等を定める 建設雇用改善計画 を策定している

今後、建設業における労働力需給調整システムの円滑な導入を推進する観
点から、現行の「建設雇用改善計画」に、同システムの運営方針等、雇用
の安定等に関する重要な事項を加えた「建設雇用改善等計画」を策定する
ことが必要である。

② 建設事業主団体による改善計画の作成

各地域の建設業の事業主団体が、当該地域における雇用の安定等を図る
取組を支援する観点から、雇用管理の改善を図る措置に加えて、建設業務
労働者就業機会確保事業又は建設業務有料職業紹介事業を一体として実施
することを内容とする計画（以下「改善計画」という ）を策定し厚生労。

働大臣の認定を受けることができる制度を導入するとともに、改善計画の
作成等を支援していくことが必要である。

③ 建設事業主による労働力需給調整システムの活用

ア 建設業務労働者就業機会確保事業の導入

現在、建設業務については、労働者派遣法により労働者派遣が適用除
外とされているが、常用の建設労働者の安定した就労機会を確保し、そ
の雇用の安定を図ることが重要である。このため、国の厳格な関与の下
で、改善計画を策定した事業主団体等の内部において、適格性要件を満
たした構成事業主（建設事業を営んでいるものに限る ）が建設業務に。
係る常用労働者を、他の構成事業主に送出し、その事業主の指揮命令関
係の下で就労する機会を与える建設業務労働者就業機会確保事業を導入
することが必要である。
なお、本事業を活用する場合、送出事業主と労働者との間には雇用関

係、受入事業主と労働者との間には指揮命令関係が成立している。した
がって、使用責任についてはその内容に応じて、送出事業主及び受入事
業主が分担して負担し、例えば、賃金の支払いについては、雇用主であ
る送出事業主が労働契約で定められた範囲内で責任を負担することが必
要である。
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イ 中間搾取等の防止措置の徹底

建設業務労働者就業機会確保事業の導入に当たっては、悪質ブローカ
ー等の介入による中間搾取、強制労働等の弊害の排除に万全を期する観
点から、
ⅰ）改善計画を策定することができる事業主団体については、各都道府
県建設業協会又はその支部、一定の要件を満たす事業協同組合、協同
組合連合会等に限定する

ⅱ）改善計画の内容が、単に労働力の需給調整を図るだけではなく、雇
用管理の改善措置が一体的に講じられ、地域の雇用の安定を図るもの
であるかどうか等、改善計画の適格性について厚生労働大臣は厳格に
審査する

ⅲ）事業を実施する主体が、建設業を営んでいるかどうか等、事業主の
適格性について厚生労働大臣は厳格に審査する

ⅳ）厚生労働大臣は、事業主に対し、報告徴収、立入検査、指導、改善
、 、 、命令等を行うとともに 必要に応じて 事業主に対する許可の取消し

改善計画の認定の取消し等を適切に行う
等の措置を講じる必要がある。

ウ 建設業務有料職業紹介事業の導入

２の（２）の③で述べたように、技能労働者が不足する企業と離職を
余儀なくされる技能労働者等の円滑なマッチングを図るため、新たな労
働力需給調整システムの整備の一環として、建設業務有料職業紹介事業
を導入することが必要である。

④ 新たな労働力需給調整システムの適正な運営

労働力需給調整システムの適正な運営等を確保するため、関係事業主団
、 、体や関係事業主に対し 法令遵守等の徹底を図る研修を実施するとともに

地域段階の建設事業主団体に設置する相談窓口において同システムの積極
的な活用に資する体制を整備することが必要である。

また、新たな労働力需給調整システムを活用する建設事業主団体が、建
設業務労働者就業機会確保事業等と併せて労働者に対する教育訓練の取組
等を適切に講じることができるよう、改善計画における教育訓練の取組等
を位置づけを推進するとともに、行政も同計画の作成について必要な支援
を行うことが必要である。
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４ 必要な技能労働者の育成・確保の促進について

（１）基本的な考え方

建設業の就業者の高齢化が進展し、その年齢構成については、４５歳以上
、 、 、の層が過半数を占め さらに その過半数以上が５０歳台という状況にあり

中長期的にこれらの者の引退等により、技能労働者の不足が懸念されている
ところである。また、建設業を取り巻く厳しい環境の下で、認定職業訓練校
などの教育訓練施設の休・廃止が進められており、就業者に対し十分な教育
訓練を実施できない状況が発生しているところである。
このような状況を踏まえ、将来にわたって必要な技能労働者の育成・確保

を図るため、現在実施している「建設雇用再生トータルプラン」を強化する
とともに、必要な環境整備を推進することが重要である。

（２）具体的な対応方向

① 教育訓練の共同化や広域的実施

技能労働者に対する教育訓練については、建設業に中小零細企業が多い

ことに加え、厳しい経営環境の中で、個々の企業努力のみで対応すること
に限界が生じている。しかしながら、技能労働者の高齢化が進む中で、次
世代を担う技能労働者の育成を怠れば、中長期的には、建設業において必
要な技能労働者の確保が危ぶまれるところである。
このため、厳しい経営環境の下でも建設事業主が技能労働者の育成・確

保のための教育訓練を実施できるよう、建設業全体として必要な教育訓練
の確保に向けて、教育訓練の共同化や広域的実施を一層推進することが必
要である。

② 効率的かつ体系的な技能伝承に向けた教育訓練の検討

技能労働者の高齢化が進む中、これらの者の有する熟練技能の継承が円
滑に行われないのでないかとの懸念も広がっており、また、熟練技能の習
得のための教育訓練については、体系化がなされていない状況にある。
このため、熟練技能を効率的、かつ体系的に伝承できる教育訓練の方策

を検討することが必要である。
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Ⅳ おわりに


